
＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

用途

用途

平成 12 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（kg）
①×②

0.32894

0.30464

0.26938

0.28739

③×④=再商品化実施委託料金

0.30464

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03078

④=再商品化実施委託単価

0.24671

0.20289

0.20203

３．９円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（kg）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

②

0.28985

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した

特定容器の量
(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の

排出見込量
(kg)

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者コード

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.30782

0.20117

⑦=再商品化実施委託単価

特定事業者名

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

再商品化委託申込量（kg）→ ３．９円/kg

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

0.00960

0.00012

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

12

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の

排出見込量
（kg）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.00124

用途

0.01944

0.02071

0.01455

0.00521

３．９円/kg

④=再商品化実施委託単価 ③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

0.00521

⑤

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

特定事業者コード 特定事業者名

0.01617

0.02180

⑦=再商品化実施委託単価

３．９円/kg

0.02046

0.01066

再商品化委託申込量（kg）→

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

用途

用途

平成 13 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（kg）
①×②

0.35984

0.35478

0.32418

0.33485

③×④=再商品化実施委託料金

0.35478

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.07187

④=再商品化実施委託単価

0.28788

0.26829

0.24314

３．９円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（kg）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

②

0.33537

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した

特定容器の量
(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の

排出見込量
(kg)

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者コード

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.35937

0.23440

⑦=再商品化実施委託単価

特定事業者名

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

再商品化委託申込量（kg）→ ３．９円/kg

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

0.01318

0.00040

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

13

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の

排出見込量
（kg）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.00099

用途

0.02080

0.02410

0.01816

0.00611

３．９円/kg

④=再商品化実施委託単価 ③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

0.00611

⑤

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

特定事業者コード 特定事業者名

0.01816

0.02410

⑦=再商品化実施委託単価

３．９円/kg

0.02080

0.01387

再商品化委託申込量（kg）→

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

再商品化委託申込量（kg）→ ３．５円/kg
（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.37844

0.24501

⑦=再商品化実施委託単価

特定事業者名

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

②

0.35950

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した

特定容器の量
(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の

排出見込量
(kg)

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

３．５円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（kg）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

0.37493

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.13245

④=再商品化実施委託単価

0.29790

0.30558

0.24385

用途

用途

平成 14 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（kg）
①×②

0.37237

0.37493

0.34835

0.35001

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

0.02263

0.02405

⑦=再商品化実施委託単価

３．５円/kg

0.01781

0.00915

再商品化委託申込量（kg）→

特定事業者名特定事業者コード

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

0.00650

⑤

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.01781

0.02405

0.02263

0.00650

３．５円/kg

④=再商品化実施委託単価

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.00086

用途

（１円未満切り捨て）

用途

0.00870

0.00060

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

14

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の

排出見込量
（kg）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

再商品化委託申込量（kg）→ ２．９円/kg
（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.39594

0.25355

⑦=再商品化実施委託単価

特定事業者名

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

②

0.37932

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した

特定容器の量
(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の

排出見込量
(kg)

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

２．９円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（kg）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

0.39105

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.19797

④=再商品化実施委託単価

0.34312

0.32242

0.23800

用途

用途

平成 15 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（kg）
①×②

0.40367

0.39105

0.36616

0.36222

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

0.02579

0.02504

⑦=再商品化実施委託単価

２．９円/kg

0.01727

0.01229

再商品化委託申込量（kg）→

特定事業者名特定事業者コード

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

0.00816

⑤

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.01727

0.02378

0.02450

0.00816

２．９円/kg

④=再商品化実施委託単価

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.00138

用途

（１円未満切り捨て）

用途

0.01229

0.00131

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

15

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の

排出見込量
（kg）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

用途

用途

平成 16 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（kg）
①×②

0.41406

0.41944

0.39725

0.39558

③×④=再商品化実施委託料金

0.41944

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.23273

④=再商品化実施委託単価

0.35195

0.34741

0.27808

２．７円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（kg）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

②

0.40872

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した

特定容器の量
(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の

排出見込量
(kg)

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者コード

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.42314

0.27691

⑦=再商品化実施委託単価

特定事業者名

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

再商品化委託申込量（kg）→ ２．７円/kg

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

0.02613

0.00152

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

16

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の

排出見込量
（kg）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.00169

用途

0.01586

0.02216

0.02170

0.01049

２．７円/kg

④=再商品化実施委託単価 ③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

0.01049

⑤

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

特定事業者コード 特定事業者名

0.02411

0.02463

⑦=再商品化実施委託単価

２．７円/kg

0.01586

0.02613

再商品化委託申込量（kg）→

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

用途

用途

平成 17 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（kg）
①×②

0.20503

0.55377

0.41221

0.37878

③×④=再商品化実施委託料金

0.55377

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.28548

④=再商品化実施委託単価

0.16402

0.39723

0.30916

２．５円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（kg）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

②

0.41813

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した

特定容器の量
(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の

排出見込量
(kg)

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者コード

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.47580

0.28409

⑦=再商品化実施委託単価

特定事業者名

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

再商品化委託申込量（kg）→ ２．５円/kg

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

0.01410

0.00200

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

17

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の

排出見込量
（kg）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.00222

用途

0.01505

0.01991

0.02040

0.01091

２．５円/kg

④=再商品化実施委託単価 ③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

0.01091

⑤

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

特定事業者コード 特定事業者名

0.02267

0.02212

⑦=再商品化実施委託単価

２．５円/kg

0.01505

0.01410

再商品化委託申込量（kg）→

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計

用途

用途

平成 18 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（kg）
①×②

0.24881

0.26706

0.22101

0.21743

③×④=再商品化実施委託料金

0.26706

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.14747

④=再商品化実施委託単価

0.21148

0.22113

0.17681

３．８円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（kg）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）
③

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（kg）

④＝①－②－③

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

②

0.22113

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した

特定容器の量
(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の

排出見込量
(kg)

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者コード

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.24578

0.16307

⑦=再商品化実施委託単価

特定事業者名

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（kg）

④×⑤

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において

販売した商品に用いた

特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

再商品化委託申込量（kg）→ ３．８円/kg

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③=（A)～（F）の合計
（１円未満切り捨て）

用途

0.00364

0.00120

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

18

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、

事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の

排出見込量
（kg）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

②

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（kg）

②

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.00126

用途

0.01123

0.01377

0.01239

0.00380

３．８円/kg

④=再商品化実施委託単価 ③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（kg）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化義務量

小数点第1位を

四捨五入
（kg）

①×②

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（kg）

①

0.00380

⑤

[①-②]のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（kg）

③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

特定事業者コード 特定事業者名

0.01304

0.01377

⑦=再商品化実施委託単価

３．８円/kg

0.01123

0.00364

再商品化委託申込量（kg）→

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、

「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

平成 19 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.24906

0.24751

0.23246

0.23599

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.15067

⑦=再商品化実施委託単価

0.18680

0.23721

0.19759

0.17699

３．７円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.24751

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

0.23721

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

特定事業者名

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ３．７円/kg

0.25112

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

19

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.01170

0.01166

0.01622

0.01111

0.00253

0.00298

0.00082

３．７円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

0.00253

⑤

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00087

⑦=再商品化実施委託単価

３．７円/kg

0.01166

0.00298

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.01622

特定事業者名

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

平成 20 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.31023

0.31048

0.29354

0.29516

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.20445

⑦=再商品化実施委託単価

0.21716

0.30152

0.24951

0.20661

３．２円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.31048

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

0.30152

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

特定事業者名

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ３．２円/kg

0.31453

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

20

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.01623

0.01358

0.01970

0.01542

0.00401

0.00406

0.00072

３．２円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

0.00401

⑤

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00076

⑦=再商品化実施委託単価

３．２円/kg

0.01358

0.00406

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.01970

特定事業者名

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

平成 21 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.32119

0.32793

0.31542

0.30779

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.19678

⑦=再商品化実施委託単価

0.22483

0.31926

0.26811

0.21545

４．０円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.32793

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

0.31926

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

特定事業者名

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ４．０円/kg

0.32796

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

21

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.01970

0.01163

0.01554

0.01871

0.00459

0.00238

0.00061

４．０円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

0.00459

⑤

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00067

⑦=再商品化実施委託単価

４．０円/kg

0.01163

0.00238

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.01554

特定事業者名

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

平成 22 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.35950

0.36136

0.35207

0.34235

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.22069

⑦=再商品化実施委託単価

0.23367

0.35746

0.31686

0.25676

３．７円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.36136

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

0.35746

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

特定事業者名

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ３．７円/kg

0.36781

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

22

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.02111

0.01060

0.01429

0.02005

0.00472

0.00218

0.00068

３．７円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

0.00472

⑤

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00075

⑦=再商品化実施委託単価

３．７円/kg

0.01060

0.00218

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.01429

特定事業者名

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

平成 23 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.32727

0.32411

0.31945

0.30748

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.19741

⑦=再商品化実施委託単価

0.22909

0.32278

0.30348

0.21524

４．０円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.32411

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

0.32278

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

特定事業者名

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ４．０円/kg

0.32901

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

23

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.01930

0.00924

0.01249

0.01641

0.00562

0.00152

0.00067

４．０円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

0.00562

⑤

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00075

⑦=再商品化実施委託単価

４．０円/kg

0.00924

0.00152

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.01249

特定事業者名

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

平成 24 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.35034

0.32592

0.32671

0.31384

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.20314

⑦=再商品化実施委託単価

0.31530

0.30852

0.29404

0.21969

３．８円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.32592

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

0.32476

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

特定事業者名

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ３．８円/kg

0.33856

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

24

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.01954

0.01373

0.01118

0.01661

0.00981

0.00165

0.00286

３．８円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

0.00981

⑤

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00301

⑦=再商品化実施委託単価

３．８円/kg

0.01373

0.00165

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.01118

特定事業者名

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

平成 25 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.34798

0.33088

0.32669

0.31665

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.23555

⑦=再商品化実施委託単価

0.29578

0.30840

0.31035

0.20582

３．９円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.31434

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

0.32463

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

特定事業者名

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ３．９円/kg

0.33649

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

25

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.01929

0.01518

0.01323

0.01640

0.01038

0.00234

0.00322

３．９円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

0.01038

⑤

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00339

⑦=再商品化実施委託単価

３．９円/kg

0.01518

0.00234

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.01323

特定事業者名

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

平成 26 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.32870

0.36319

0.36849

0.30381

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.26522

⑦=再商品化実施委託単価

0.24653

0.32914

0.35007

0.19748

４．１円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.36319

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

0.32914

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

特定事業者名

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ４．１円/kg

0.44204

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

26

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.01650

0.01411

0.01952

0.01402

0.00690

0.00867

0.00099

４．１円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

0.00690

⑤

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00099

⑦=再商品化実施委託単価

４．１円/kg

0.01411

0.01156

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.01952

特定事業者名

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

平成 27 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.33892

0.39482

0.40264

0.32468

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.25510

⑦=再商品化実施委託単価

0.28808

0.33590

0.38251

0.22727

４．４円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.39482

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

0.35358

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

特定事業者名

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ４．４円/kg

0.51020

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

27

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.01567

0.01368

0.02064

0.01410

0.00671

0.00730

0.00296

４．４円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

0.00671

⑤

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00296

⑦=再商品化実施委託単価

４．４円/kg

0.01368

0.00912

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.02064

特定事業者名

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ４．２円/kg

0.36130

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

⑤

0.35480

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販

売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.36159

前事業年度において

販売した商品に用いた
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
①

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）
②

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

４．２円/kg

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.21678

⑦=再商品化実施委託単価

0.31238

0.33706

0.35055

0.24177

用途

用途

平成 28 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

0.36751

0.36159

0.35055

0.34539

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

特定事業者名

⑦=再商品化実施委託単価

４．２円/kg

0.01432

0.00498

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量

小数点第1位を
四捨五入

（ｋｇ）

④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.01925

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

0.00810

⑤

［①－②］のうち、事業

活動により費消した
特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）
③

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の

ガラスびん（無色）の
排出見込量

（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01971

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00502

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑤

再商品化義務量
小数点第1位を

四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造

等をして当該事業において

用いられた特定容器の量

小数点第1位を

四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。

（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量

簡易算定係数

0.01432

0.01925

0.01774

0.00810

0.00498

0.00477

４．２円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

用途

28

①のうち、自ら又は他者

への委託により回収した

特定容器の量（回収量）

小数点第１位を

四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、

事業活動により
費消した

特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ４．１円/kg

0.36776

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

0.35686

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.36452

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

４．１円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.23905

⑦=再商品化実施委託単価

0.29868

0.35686

0.35014

0.26298

用途

用途

平成 29 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.37334

0.36452

0.35014

0.35064

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

特定事業者名

⑦=再商品化実施委託単価

４．１円/kg

0.01578

0.00672

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.02414

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.00827

⑤

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.02056

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00411

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.01578

0.02414

0.01850

0.00827

0.00638

0.00390

４．１円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

用途

29

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ４．０円/kg

0.38339

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

0.36865

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.37547

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

４．０円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.21086

⑦=再商品化実施委託単価

0.32133

0.36865

0.33593

0.27136

用途

用途

平成 30 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.37804

0.37547

0.35361

0.36181

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

特定事業者名

⑦=再商品化実施委託単価

４．０円/kg

0.01660

0.00858

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.03213

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.00946

⑤

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.02106

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00176

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.01660

0.03213

0.01895

0.00946

0.00815

0.00158

４．０円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

用途

30

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ４．３円/kg

0.37978

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

0.36261

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.34678

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

４．３円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.18989

⑦=再商品化実施委託単価

0.32313

0.36261

0.32520

0.26835

用途

用途

平成 31 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.38015

0.36504

0.34231

0.35779

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

特定事業者名

⑦=再商品化実施委託単価

４．３円/kg

0.01873

0.01156

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.04100

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.01449

⑤

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.02092

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00170

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.01873

0.04100

0.01883

0.01449

0.00925

0.00128

４．３円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

用途

31

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

令和 2 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.40666

0.40219

0.36916

0.39148

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.20695

⑦=再商品化実施委託単価

0.32533

0.39556

0.35070

0.31318

４．３円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.38208

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

0.39556

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ４．３円/kg

0.41389

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

2

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

0.02069

0.05062

0.02223

0.01471

0.00836

0.00141

４．３円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00188

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.01634

⑤

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.02340

⑦=再商品化実施委託単価

４．３円/kg

0.02069

0.01287

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.05329

令和

特定事業者名

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ４．６円/kg

0.45730

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

0.42899

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.42093

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

４．６円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.27438

⑦=再商品化実施委託単価

0.38441

0.42899

0.38358

0.31593

用途

用途

令和 3 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.45225

0.44309

0.40377

0.42123

簡易算定方式

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

特定事業者名

⑦=再商品化実施委託単価

４．６円/kg

0.02501

0.01074

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.05758

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.01282

⑤

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の
排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.02824

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00212

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.02501

0.04894

0.02541

0.00961

0.00752

0.00181

４．６円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

用途

3

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から
回収量を控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

特定事業者コード

簡易算定方式

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ５．１円/kg

0.47570

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

0.45337

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.41961

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

５．１円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.33299

⑦=再商品化実施委託単価

0.42533

0.45337

0.40970

0.33263

用途

用途

令和 4 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.47259

0.46624

0.43126

0.44351

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

特定事業者名

⑦=再商品化実施委託単価

５．１円/kg

0.02678

0.01426

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.05532

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.01042

⑤

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.03262

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00277

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.02678

0.04702

0.02936

0.00833

0.01283

0.00263

５．１円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

用途

4

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ ６．０円/kg

0.43091

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

0.40860

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.40421

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

６．０円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.32318

⑦=再商品化実施委託単価

0.38117

0.40860

0.36283

0.28220

用途

用途

令和 5 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.42353

0.42548

0.38192

0.40315

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

特定事業者名

⑦=再商品化実施委託単価

６．０円/kg

0.02616

0.02457

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.05695

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.00797

⑤

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.02657

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00306

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.02616

0.04841

0.02524

0.00678

0.02334

0.00276

６．０円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

用途

5

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ １０．４円/kg

0.27723

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

0.26591

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.26435

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

１０．４円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.19406

⑦=再商品化実施委託単価

0.23310

0.26591

0.22259

0.18422

用途

用途

令和 6 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.27424

0.27827

0.24732

0.26317

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

令和

特定事業者名

⑦=再商品化実施委託単価

１０．４円/kg

0.01740

0.01857

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.03517

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.00571

⑤

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.01739

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00190

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.01740

0.03341

0.01652

0.00486

0.01393

0.00162

１０．４円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

用途

6

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

令和 7 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

0.28622

0.29698

0.26222

0.27528

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.18047

⑦=再商品化実施委託単価

0.22898

0.28518

0.23600

0.19270

１１．０円/kg
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.28213

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

⑤

0.28518

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において販
売した商品に用いた特定
容器の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金⑦=再商品化実施委託単価

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化委託申込量（ｋｇ）→ １１．０円/kg

0.30078

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

ガラスびん・無色 利用事業者用

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用



＜過年度申込用＞ （税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥=（A)～（F）の合計

用途

用途

7

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により
費消した

特定容器の量
(kg)
③

前事業年度において製造等
をして当該事業において用
いられた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

特定事業者コード

0.01615

0.03574

0.02075

0.00742

0.00933

0.00142

１１．０円/kg

⑦=再商品化実施委託単価

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.00189

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑤

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

前事業年度において製造
等をして当該事業において
用いられた特定容器の量

小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.00781

⑤

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

0.02184

⑦=再商品化実施委託単価

１１．０円/kg

0.01615

0.01097

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第1位を
四捨五入
（ｋｇ）
④×⑤

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.03574

令和

特定事業者名

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

製造等事業者用ガラスびん・無色

申込用紙２－ガラスびん（無色）－製造等


